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町
長
就
任
に
あ
た
り
一
言
ご
あ
い

さ
つ
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

こ
の
度
、
多
く
の
皆
さ
ま
の
御
支

援
を
い
た
だ
き
、
引
き
続
き
町
政
の

重
責
を
担
う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

大
変
光
栄
で
あ
り
ま
す
と
同
時
に
、

身
の
引
き
締
ま
る
思
い
で
い
っ
ぱ
い

で
す
。
一
期
四
年
間
は
周
り
の
方
々

に
支
え
ら
れ
、
無
我
夢
中
で
走
っ
て

ま
い
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
は
、
柔

軟
な
感
覚
で
町
民
皆
さ
ま
か
ら
お
寄

せ
頂
き
ま
し
た
声
を
町
政
に
活
か
し
、

皆
様
の
信
頼
と
期
待
に
応
え
る
べ
く

新
た
な
決
意
で
上
板
町
政
に
全
力
を

尽
く
す
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。　

　

ま
ず
、
行
財
政
改
革
と
し
て
町
長

の
給
与
二
〇
％
カ
ッ
ト
を
継
続
い
た

し
ま
す
。
そ
し
て
、
組
織
の
見
直
し

と
事
務
の
効
率
化
及
び
経
費
の
削
減

に
努
め
ま
す
。

　

次
に
、
安
全
安
心
な
町
づ
く
り
で

す
。
こ
れ
ま
で
も
、
消
防
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー
を
は
じ
め
、
消
防

ポ
ン
プ
自
動
車
や
全
国
瞬
時
警
報
シ

ス
テ
ム
の
導
入
、
災
害
時
の
非
常
衛

星
電
話
の
整
備
、
町
内
全
教
育
施
設

の
耐
震
化
を
完
了
す
る
な
ど
防
災
・

減
災
対
策
と
し
て
の
整
備
を
推
進
し

て
き
ま
し
た
が
、
今
後
も
出
来
得
る

限
り
の
対
策
を
講
じ
て
ま
い
り
ま
す
。

水
害
対
策
と
し
て
、
河
川
等
の
監
視

シ
ス
テ
ム
の
設
置
と
宮
川
内
谷
川
氾

濫
時
の
浸
水
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
作

成
、
高
志
川
の
排
水
問
題
解
決
に
取

り
組
み
ま
す
。
ま
た
、
ラ
イ
フ
ラ
イ

ン
と
イ
ン
フ
ラ
整
備
、
橋
梁
の
耐
震

改
修
工
事
を
推
進
し
ま
す
。

　

子
育
て
支
援
と
し
て
、
幼
稚
園
の

保
育
時
間
の
延
長
と
給
食
の
提
供
に

取
り
組
み
、
働
く
お
父
さ
ん
・
お
母

さ
ん
を
支
援
し
ま
す
。
中
学
卒
業
ま

で
の
医
療
費
無
料
化
や
出
産
祝
金
制

度
を
設
け
、
積
極
的
に
少
子
化
対
策

に
取
り
組
み
ま
す
。

　

そ
し
て
、
農
業
の
活
性
化
対
策
と

し
て
、
耕
作
放
棄
地
の
解
消
と
集
落

営
農
の
組
織
作
り
、
鳥
獣
被
害
対
策

に
取
り
組
み
ま
す
。

　

ま
た
、
環
境
に
や
さ
し
い
町
づ
く

り
と
し
て
、
太
陽
光
発
電
施
設
の
誘

致
を
推
進
し
、
家
庭
用
太
陽
光
発
電

設
備
の
助
成
制
度
や
ご
み
減
量
化
に

向
け
た
生
ゴ
ミ
処
理
機
の
購
入
助
成

制
度
も
設
け
ま
す
。

　

最
後
に
快
適
に
暮
ら
せ
る
町
づ
く

り
対
策
と
し
て
、
高
齢
者
の
健
康
増

進
を
図
る
た
め
温
水
プ
ー
ル
の
利
用

料
を
六
十
五
歳
以
上
を
半
額
、
七
十

歳
以
上
を
無
料
に
い
た
し
ま
す
。
ま

た
、
防
犯
灯
の
整
備
を
充
実
さ
せ
、

夜
間
の
犯
罪
防
止
に
努
め
ま
す
。

　

以
上
六
つ
の
柱
を
中
心
に
さ
ま
ざ

ま
な
施
策
を
推
進
し
、
安
心
し
て
暮

ら
せ
る
環
境
を
つ
く
り
、
も
っ
と
も

大
切
な
こ
と
、
心
の
豊
か
さ
を
取
り

戻
す
こ
と
に
よ
り
将
来
の
子
ど
も
達

も
希
望
を
持
ち
、
住
ん
で
よ
か
っ
た

と
い
え
る
明
る
い
町
づ
く
り
を
進
め

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

現
在
も
、
地
方
自
治
体
を
取
り
巻

く
環
境
は
大
変
厳
し
い
状
況
に
変
わ

り
あ
り
ま
せ
ん
。
今
後
も
な
お
一
層

の
行
財
政
改
革
に
取
り
組
み
、
地
方

分
権
社
会
の
中
で
自
立
し
て
い
け
る

町
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

　

町
民
皆
さ
ま
の
深
い
ご
理
解
と
格

別
な
る
ご
指
導
ご
協
力
を
賜
り
ま
す

よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
、
就
任
の
ご

あ
い
さ
つ
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
　

人　

事　

異　

動　　
︵
四
月
一
日
付
異
動
者
︶︵　

︶
内
旧
任

　

福
祉
保
健
課　

係
長　

山
下　

由
美
︵
徳
島
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
派
遣
︶

　

四
月
一
日
付
で
、
上
板
町
消
防
団

幹
部
︵
団
長
・
副
団
長
・
分
団
長
︶

が
任
命
さ
れ
、
次
の
方
々
と
な
り
ま

し
た
。　
　
　
　
　
　
　

︵
敬
称
略
︶

団　
　
　

長　
　

中　

川　
　
　

直

副　

団　

長　
　

平　

山　

晶　

博

副　

団　

長　
　

坂　

東　

正　

晃

副　

団　

長　
　

手　

塚　

利　

幸

第
一
分
団
長　
　

多　

田　

成　

和

第
二
分
団
長　
　

植　

田　

昌　

和

第
三
分
団
長　
　

加　

納　

康　

史

第
四
分
団
長　
　

本　

淨　

雅　

志

第
五
分
団
長　
　

高　

田　

浩　

之

第
六
分
団
長　
　

前　

田　

孝　

彦

消
防
団
幹
部
決
ま
る

消
防
団
幹
部
決
ま
る
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﹁
心
の
豊
か
さ
を
強
調
し
た
町
づ
く
り
﹂
を
目
指
し
て

上
板
町
長　

納　

田　

伸　

春　

　少子化が進展する中、

家庭を築き、子どもを産

み育てていく人々が喜びや楽しみを感

じることができる社会づくりに向け、

率先して子育てを社会的に支援してい

くため、時代を担う子どもが出産した

ことを祝い、７月１日から出産祝金を

交付いたします。

○交付対象者は出産の日前３箇月以上

引き続き、７月１日以後に出産した

乳児と上板町に居住し、住民登録を

している養育者です。

○交付額は第１子は１万円、第２子は

２万円、第３子以降は５万円です。

─────　お問い合わせ先　─────

上板町役場　住民課　TEL ６９４−６８０９
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出 産 祝 金 の出 産 祝 金 の
交付について交付について

　

一
般
質
問
で
は
、
防
災
対
策
、
行
財

政
改
革
、
農
業
問
題
、
環
境
問
題
、
教

育
問
題
、
な
ど
が
論
議
さ
れ
ま
し
た
。

　

︵
議
員
七
名
か
ら
一
般
質
問
︶

　

町
長
提
出
議
案
十
七
件
の
内
、
十

六
件
が
可
決
、
一
件
が
同
意
さ
れ
ま

し
た
。

　

ま
た
、
議
員
提
出
議
案
三
件
の
内
、

二
件
が
可
決
、
一
件
が
否
決
さ
れ
ま

し
た
。

◎
議
会
議
員
協
議
会

　

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
七
日

　

第
一
回
定
例
会
提
出
議
案
の
協
議

を
行
な
う
。

◎
平
成
二
十
四
年
第
一
回
定
例
会
の

概
要

　

第
一
回
定
例
会
は
、
三
月
六
日
か

ら
三
月
十
五
日
ま
で
の
十
日
間
の
日

程
で
開
か
れ
ま
し
た
。

　

開
会
日
に
は
、
納
田
町
長
が
町
政

に
取
り
組
む
所
信
と
行
政
改
革
の
推

進
、
環
境
問
題
、
農
業
問
題
、
防
災

計
画
、
教
育
問
題
、
人
権
問
題
、
財

政
問
題
な
ど
当
面
す
る
町
政
の
重
要

課
題
に
つ
い
て
述
べ
ま
し
た
。

上
板
町
議
会
だ
よ
り

上
板
町
議
会
だ
よ
り

上
板
町
議
会
だ
よ
り

上
板
町
長
就
任
の
ご
あ
い
さ
つ



第１７４号（3）　平成２４年７月１日

　

平
成
二
十

四
年
四
月
一

日
付
け
で
、

旭
日
単
光
章

を
受
章
さ
れ

ま
し
た
。

　

氏
は
、
上
板
町
と
し
て
発
足
す
る

以
前
の
板
野
郡
大
山
村
に
お
い
て
、

村
議
会
議
員
と
し
て
昭
和
二
十
六
年

三　

好　

正　

一　

氏　

四
月
に
初
当
選
さ
れ
、
昭
和
三
十
年

三
月
の
板
野
郡
松
島
町
、
名
西
郡
高

志
村
と
の
町
村
合
併
を
経
て
昭
和
三

十
八
年
九
月
ま
で
町
議
会
議
員
と
し

て
活
躍
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
町
教
育
委
員
長
を
務
め

ら
れ
る
な
ど
、
今
日
に
至
る
本
町
の

礎
を
築
い
て
き
た
功
績
が
認
め
ら
れ
、

今
回
の
栄
え
あ
る
受
章
と
な
り
ま
し

た
。

　

氏
の
受
章
を
称
え
る
と
と
も
に
、

今
後
益
々
の
ご
健
康
と
ご
活
躍
を
お

祈
り
い
た
し
ま
す
。

受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

　

氏
は
、
上
板
町
議
会
議
員
と
し
て

平
成
三
年
十
月
に
就
任
以
来
、
平
成

十
九
年
九
月
ま
で
の
永
き
に
亘
り
、

本
町
の
発
展
に
多
大
の
貢
献
を
さ
れ
、

こ
れ
ら
の
功
績
が
認
め
ら
れ
て
、
今

回
の
栄
え
あ
る
受
賞
と
な
り
ま
し
た
。

　

氏
の
受
賞
を
称
え
る
と
と
も
に
、

今
後
益
々
の
ご
健
康
と
ご
活
躍
を
お

祈
り
い
た
し
ま
す
。

　

平
成
二
十

四
年
六
月
四

日
、
平
成
二

十
四
年
度
徳

島
県
表
彰
を

鎌　

田　

信　
 
　

氏　

平
成
二
十
四
年
度

徳
島
県
表
彰

旭
日
単
光
章
受
章
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員
︶
が
、
多
年
に
わ
た
り
、
国
選
定

保
存
技
術
﹁
阿
波
藍
製
造
﹂
の
保
存

団
体
と
し
て
、
研
究
や
後
継
者
育
成

等
に
努
め
ら
れ
、
技
術
の
保
存
と
発

展
に
貢
献
さ
れ
た
功
績
が
認
め
ら
れ

ま
し
た
。

　

栄
え
あ
る
受
賞
を
称
え
る
と
と
も

に
、
今
後
益
々
の
ご
発
展
を
お
祈
り

い
た
し
ま
す
。

　

平
成
二
十
四
年
六
月
四
日
、
平
成

二
十
四
年
度
徳
島
県
表
彰
を
受
賞
さ

れ
ま
し
た
。

　

阿
波
藍
製
造
技
術
保
存
会
︵
町
内

で
は
佐
藤
昭
人
氏
、
新
居
修
氏
が
会

阿
波
藍
製
造
技
術
保
存
会　

平
成
二
十
四
年
度

徳
島
県
表
彰

　

五
月
二
十
六
日
︵
土
︶、
上
板
町

中
央
公
民
館
に
お
い
て
上
板
町
戦
没

者
追
悼
式
が
遺
族
関
係
者
約
一
〇
〇

名
出
席
の
も
と
、
厳
粛
に
行
わ
れ
ま

し
た
。

　

式
で
は
戦
没
者
六
二
六
柱
の
忠
魂

碑
に
た
く
さ
ん
の
白
い
菊
を
お
供
え

し
、
町
長
の
追
悼
の
こ
と
ば
を
は
じ

め
と
し
て
、
来
賓
の
追
悼
の
こ
と
ば

が
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
思
い
出
深
い
音
楽
を
演
奏

の
中
、
遺
族
の
方
々
が
献
花
を
行
い
、

参
加
者
一
同
は　

戦
火
に
散
っ
た
戦

没
者
の
方
々
の
ご
冥
福
と
日
本
の
恒

久
平
和
を
お
祈
り
し
ま
し
た
。

平平平平平平平平平平
成成成成成成成成成成
二二二二二二二二二二
十十十十十十十十十十
四四四四四四四四四四
年年年年年年年年年年
度度度度度度度度度度

平
成
二
十
四
年
度

戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦
没没没没没没没没没没
者者者者者者者者者者
追追追追追追追追追追
悼悼悼悼悼悼悼悼悼悼
式式式式式式式式式式

戦
没
者
追
悼
式

行行行行行行行行行行
わわわわわわわわわわ
れれれれれれれれれれ
るるるるるるるるるる

行
わ
れ
る

　５月30日を中心に、当キャンペーンを実施

しましたところ、町全体（支部、団体、学校、

個人等）で、2,000名以上に参加協力をいた

だきました。

　皆様のおかげをもちまして、道路や側溝等

に捨てられていたごみがなくなり、町内がき

れいになりました。参加協力いただきました

皆様にお礼を申し上げますとともに、この取

り組みが、ごみ問題や環境問題を考える契機

となり、循環型社会の構築につながることを

期待しております。

　民事問題（土地建物、交通事故、金銭など）、家事問題（離婚、

相続、親子関係など）でお困りの方は、調停委員が無料で相

談に応じます。

　相談は当日、受付順に行いますので予約は不要です。

無料調停相談案内

●　お問い合わせ先　TEL 0 8 8 − 6 2 6 − 1 5 8 7　●

①日　　　時　平成24年10月4日（木）

　　　　　　　午後1時00分〜午後5時00分まで

　　　　　　　※予約不要

②場　　　所　あわぎんホール（徳島県郷土文化会館）

　　　　　　　徳島市藍場町2丁目14番地

③相 談 内 容　民事問題（土地建物、交通事故、金銭、雇用

　　　　　　　　　　　　問題など）

　　　　　　　家事問題（離婚、相続、夫婦・親子関係など）

④相談担当者　弁護士を含む調停委員　10名程度

⑤主　　　催　徳島調停協会（徳島地方・家庭裁判所内）

【無料調停相談所の開設】

無料調停相談案内

ポイ捨てのない

きれいな上板町を目指し、

環境美化の輪を広げましょう
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　特定健診は、自覚症状がなく進行する糖尿病・高血圧等の生活習慣病を見つけるチャンスです。健診の結果、

生活習慣病のリスクが高く、また生活習慣病の改善が必要な方には、保健師・管理栄養士などの専門家からの保

健指導が受けられます。この機会にぜひ健診を受けてみませんか。

　※　人間ドックに関してのお問い合わせ先、上板町役場　税務課　TEL ６９４−６８０７です。

★特定健診査の対象者
　上板町国民健康保険に加入している

　昭和１２年１０月１日〜昭和４８年３月３１日

生まれの方

　対象者には７月上旬に受診券を送付します。

★特定健康診査の受診期間
　平成２５年１月３１日まで（ただし、昭和１２

年１０月１日〜昭和１３年３月３１日生まれ

の方は９月３０日まで）

★特定健康診査の受け方
　　受診回数は１回で自己負担額は１,０００円です。
　　いずれかの方法で受診してください

　医療機関で受診

　　特定健康診査受診券に同封の県内実施機関一覧表に載って

いる医療機関で受診できます。

　上板町農村環境改善センターで受診（集団検診）

　　平成２４年１０月１７日（水）

　　　受付時間　午前８時３０分〜午前１０時

　　平成２４年１２月４日（火）

　　　受付時間　午前８時３０分〜午前１０時

　人間ドックで受診

　　上板町国民健康保険や JA 等が実施する「人間ドック」を

受診する際に、人間ドックと特定健康診査の内容を同時に

実施する。

　人間ドックのご案内国保加入者の皆様へ

　上板町国民健康保険では、国保の被保険者を対象に平成２４年度の人間ドック（総合健康診査）事業を実施します。

　普段の生活習慣の中で蓄積され、自覚症状がすぐに現われない生活習慣病などを早期に発見し対策するために

は、定期的に人間ドックを受けることが最も有効な手段です。

　自分の健康状態をチェックし、疾病の早期発見、早期治療に努めましょう。

❶　受診資格

　○上板町国民健康保険の被保険者である者

　　（後期高齢者医療制度加入者は対象外です）

　○平成２４年度中に満３５歳以上の者

　○国民健康保険税を完納している世帯に属する者

　　なお、特定健診は人間ドックの受診項目に含ま

れていますので、特定健診対象者の方は人間ドッ

クと併せて受診できます。

❷　受診時期

　平成２４年　９月・１０月・１１月・１２月の４ヶ月

　祝祭日を除く毎週月曜日〜金曜日

❸　受診料について

　◎ドック受診料は３５,０００円です。うち１７,５００円

を国保から補助しますので、個人負担額は

１７,５００円です。（特定健診該当者の方で人間

ド ッ ク と 併 せ て 受 診 す る 方 は 個 人 負 担 額

１２,５００円です。）

　◎希望により、個人負担を追加すれば次の検診を

受けることができます。

　　乳がん、子宮がん検診（６,０００円）

　◎ドック個人負担額と追加検査料は、受診当日に

健診センターでお支払いください。

❹　実施する医療機関

　　公益財団法人とくしま未来健康づくり機構

（徳島県総合健診センター）

　　　徳島市蔵本町１丁目１０番地３

　　　TEL ６３３−２２６６（代）

　　〈交通案内〉

　　・JR 蔵本駅下車（徒歩３分）

　　・徳島バス、徳島市営バス　中央病院前下車（１分）

❺　申込方法

　◎「国保・人間ドック申込書」に、住所・氏名・生年

月日・電話番号・受診希望月を記入・捺印のうえ

７月３１日（火）までに上板町役場　税務課までお

申込みください。申込書は税務課窓口もしくは町

ホームページから取得できます。

　　申込み順で１４０名に達した時点で締め切らせてい

ただきます。

　◎受診期間のうち、９月・１０月は他の保険の健診が

集中する時期で、日程によっては検査の待ち時間

が長くかかることがあります。

　◎受診日については、後日健診センターから直接連

絡がありますので、都合の良い日をご相談くださ

い。

上板町国民健康保険加入者の方へ

平成24年度　特定健康診査が始まります。平成24年度　特定健康診査が始まります。

�
�
�

�
�
�



第１７４号（5）　平成２４年７月１日

　固定資産税における土地の課税地積（面積）は、土地登記簿

に登録されている地積（登記地積）を用いるのが原則です。

　神宅地区の地籍調査事業は、最終の登記手続きが完了しまし

たから、平成２４年度からは、原則として地籍調査後の登記地

積で固定資産税の課税を行います。

　上板町では地籍調査で地積が増えても、未調査地区との税負

担の均衡を考慮し、現地での調査が終了した後も区域内全域の

登記が完了するまでは、例外的な取扱い（地籍調査前の地積を

課税地積とする）をしてまいりました。

　地籍調査の結果、筆界未定となってしまった土地については、

地籍調査前の地積が課税地積となります。

　なお、平成２４年７月中旬に、固定資産

税納付書及び明細書を送付しますので、よ

くご確認の上、不明な点がありましたら早

めにご連絡をお願いいたします。

子ども手当の創設や高等学校授業料の実質無償化に伴い、次のとおり改正され、平成

24 年度以降の町・県民税において、扶養控除が廃止および縮小されました。

※ 23 歳〜 69 歳までの扶養控除、70 歳以上の老人扶養控除については、変更ありません。

❶　年少扶養親族（扶養親族のうち、

年齢が16歳未満の人をいいま

す。）に対する扶養控除（33万円、

右図（ア）の部分）が廃止され

ました。

　　これに伴い、扶養控除の対象と

なる控除対象扶養親族は、年齢

16歳以上の扶養親族となります。

❷　年齢16歳以上19歳未満の人の

扶養控除の上乗せ部分（12万円、

右図の（イ）の部分）が廃止され、

扶養控除の額の33万円となり

ました。

　　これに伴い、特定扶養親族の範

囲が、扶養親族のうち19歳以

上23歳未満の扶養親族となり

ます。

❸　年少扶養親族に対する扶養控除が

廃止されたことに伴い、扶養親族

または控除対象配偶者が同居の特

別障がい者である場合に、扶養控

除または配偶者控除の額に 23 万

円を加算する措置は、特別障がい

者控除の額に 23 万円を加算する

措置に改められました。

※注意、障がい者控除は、年少扶養
　親族を有する場合で、扶養控除の
　適用がないときにも適用されます。

控除額

45 万円

33 万円

上乗せ部分

（12万円）
廃止（イ）

特定扶養
親　　族

同居老親
等 加 算

38万円

老人扶養
親　　族一般の控除対象

扶 養 親 族

年少扶養
親　　族

廃　止
（ア）

一 般 の
控除対象
扶養親族

年齢
〜15歳 16歳〜18歳 19歳〜22歳 23歳〜69歳 70歳〜

控除対象扶養親族

扶養親族

今回の見直しで、19歳未満の扶養親族がいる人は町・県民税増加します
（収入や他の控除内容が前年と変わらない場合。）

【改正の概要】

区分
町・県民税（平成24年度から）

改正前 改正後

年少扶養控除
（16歳未満） 33万円 廃　止

特定扶養控除
（16歳以上19歳未満） 45万円 33万円

扶
養
控
除

同居特別障がい者加算の特例
措置

扶養控除または
配偶者控除に加算

特別障がい者控除
に加算

加算額 23万円

　個人の白色申告者のうち前々年分あるいは

前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得

の合計額が３００万円を超える方に必要とされ

ていた記帳と帳簿書類の保存が、これらの所

得を生ずべき業務を行う全ての方（所得税の

申告の必要がない方を含みます。）について、

平成２６年１月から同様に必要となります。

　記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳

細は、国税庁ホームページ

（http://www.nta.go.jp）に

掲載されていますので、ご

覧ください。

　詳しくは、最寄りの税務

署にお問い合わせください。

平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかららららららららららららららららららららら、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、平成２６年１月から、
記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳記帳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿簿等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等ののののののののののののののののののののの保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度ののののののののののののののののののののの帳簿等の保存制度の
対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者ががががががががががががががががががががが拡拡拡拡拡拡拡拡拡拡拡拡拡拡拡拡拡拡拡拡拡大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大ささささささささささささささささささささされれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれままままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす対象者が拡大されます

神宅地区国土地積調査結果の
固定資産税への反映について
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明
日
の
郷
土
を
担
う
青
少
年
た
ち
が
、
豊
か
な
心

を
育
み
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
を
発
揮
し
、
自
立
心
に

満
ち
あ
ふ
れ
、
た
く
ま
し
く
育
っ
て
い
く
こ
と
は
、

私
た
ち
県
民
す
べ
て
の
願
い
で
す
。 
 　

　

し
か
し
な
が
ら
、
少
子
高
齢
化
の
進
行
、
高
度
情

報
化
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
、
さ
ら
に
は
厳
し
い

雇
用
情
勢
に
伴
い
、
青
少
年
を
取
り
巻
く
環
境
は
大

き
く
変
化
し
て
お
り
、
児
童
虐
待
を
は
じ
め
、
携
帯

電
話
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
た
青
少
年
の
犯
罪

被
害
に
加
え
、
ニ
ー
ト
や
ひ
き
こ
も
り
と
い
っ
た
﹁
社

会
的
自
立
が
困
難
な
若
者
﹂
の
増
加
な
ど
様
々
な
問

題
が
顕
在
化
し
て
い
る
状
況
で
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
、﹁
家
族
の
絆
﹂
や
﹁
地
域
と

の
つ
な
が
り
﹂
の
重
要
性
が
あ
ら
た
め
て
認
識
さ
れ

る
中
、
青
少
年
が
自
ら
の
能
力
を
活
か
し
な
が
ら
地

域
社
会
に
主
体
的
に
参
画
し
、
夢
や
希
望
に
満
ち
た

地
域
の
未
来
を
切
り
拓
く
担
い
手
と
し
て
成
長
す
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
家
庭
・
学
校
・ 

地
域
社
会
・
関
係
機

関
が
緊
密
に
連
携
し
、
非
行
か
ら
青
少
年
を
守
る
と

い
う
気
運
を
醸
成
す
る
と
と
も
に
、
広
く
県
民
の
非

行
に
対
す
る
理
解
と
認
識
を
深
め
、
地
域
に
密
着
し

た
き
め
細
か
な
青
少
年
の
非
行
防
止
・
健
全
育
成
を

図
る
目
的
で
、
七
月
一
日
か
ら
八
月
三
十
一
日
ま
で

の
二
ヶ
月
間
、﹁
担
い
手
は
キ
ミ
た
ち
だ
�
誰
も
が
輝

く
と
く
し
ま
づ
く
り
﹂
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
第
三
十
五

回
﹁
防
ご
う
！
少
年
非
行
﹂
県
民
総
ぐ
る
み
運
動
が

実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

本
町
に
お
い
て
も
、
大
人
一
人
ひ
と
り
が
青
少
年

の
非
行
防
止
・
健
全
育
成
に
つ
い
て
、
よ
り
一
層
関

心
を
高
め
て
頂
く
と
と
も
に
、
青
少
年
の
健
全
育
成

に
ご
尽
力
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
た
、
青
少
年
育
成
上
板
町
民
会
議
で
は
、
地
域

全
体
で
子
ど
も
を
見
守
り
、
育
て
る
環
境
に
し
て
い

く
た
め
に
﹁
あ
い
さ
つ
・
声
か
け
運
動
﹂
を
推
進
し

て
い
ま
す
。
町
民
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
ど

の
子
ど
も
に
も
﹃
愛
の
一
声
﹄
を
お
か
け
く
だ
さ
い

ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

■図書カードの発行（再発行）に必要なもの

　・図書館利用者登録申込書（上板町教委

か板野町図書館にあります）

　・自動車運転免許証、保険証等住所を証

明できるもの

　・登録カード発行（再発行）手数料１００円

■貸出期間：２週間

■貸出冊数：１０冊以内

■と こ ろ：〒７７９−０１０８

　　　　　　板野町犬伏字東谷１３−１

　　　　　　TEL ６７２−５８８８

■開 館 日：火曜日〜日曜日

　　　　　　１０：００〜１８：００

■閉 館 日：

　月曜日（月曜日が祝日の時は、翌日も休館）

　祝　日（日曜日が祝日の時は開館し、火曜日を休館）

　年末年始（１２月２８日〜１月４日）

　特別整理期間（７月５日〜１５日）

／／／　「防ごう！少年非行」　県民総ぐるみ運動実施中　／／／
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　人権擁護委員は、法務大臣が委嘱した民間の人たちです。この

制度は、日ごろ地域に根ざした活動を行っている民間の人たちが、

地域の中で人権思想を広め、人権侵害が起きないように見守り、

人権を擁護していくことが望ましいという考えから設けられたも

のです。現在、約１４,０００名の委員が全国の各市町村に配置され住

民の皆さまからの人権相談を受けるなど、積極的な活動を行って

います。

『人権擁護委員をご存じですか。』

　上板町の人権擁護委員は次の方々です。（Ｈ２４．７．１現在）　

西　條　陽　一　（中西東）　　新　見　正　之　（鳥　屋）

眞　木　育　代　（東　光）　　田　野　知　義　（大南１）

吉　田　公　一　（山　田）　　　　　　　　　　　　　　

　平成24年4月22日、とく

しまマラソン2012が開催され、

9,525人のランナーが上板町

を走り抜け、8,031人の方が

完走し、完走率は84.3％でした。

　まるで台風の様な雨と風が吹き荒れる中、上板町では、約80名のボランティアの皆さんによる給水所を2箇所

設置し、沿道には多数の町民の方々が悪天候にも関わらず応援に駆け付け、多くのランナーを元気づけました。

　ご支援、ご協力ありがとうございました。

　
人権に関する困りごと、心配ごとはございませんか？

人権擁護委員による人権相談を毎月実施しています。

相談は、無料で秘密は固く守られます。お気軽にご相談ください。

�日時　毎月　第３水曜日　午後１時３０分〜午後４時

�場所　上板町文化センター（上板町西分）　TEL ６３７−６３０１

人　権　相　談
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家庭用生ごみ処理機等購入費補助金について家庭用生ごみ処理機等購入費補助金について
　一般家庭から排出される生ごみの減量化及び資源化を推進するため、家庭用生ごみ処理機等※を

自ら使用する目的で購入した者に対し購入費の補助を実施します。購入を検討している世帯は、

下記の交付要綱の抜粋をご覧になり、補助金をご活用ください。

　なお、補助数には限りがあるため、先着順に受け付け、補助数に達し次第、締め切りさせてい

ただきます。

　以下、上板町家庭用生ごみ処理機等購入費補助金交付要綱抜粋

（補助対象）

第 3 条　補助金の交付を受けることのできる者は、次の要件を満

たす者とし、予算に定められた範囲内で補助金を交付する。

　⑴　町内に住所を有し、かつ居住していること。

　⑵　購入した処理機等を適切かつ安全に使用及び維持管理でき

ること。

　２　補助金の交付対象となる処理機等の数は、1 世帯につき 1

台とする。ただし、電気式生ごみ処理機器又は生ごみ処理容

器のどちらか 1 台とする。

　３　補助金の交付は 1 世帯につき 1 回限りとする。ただし、補

助金の交付を受けたときから７年を経過したときは、この限

りでない。

（補助金額）

第 4 条　補助対象経費は処理機等本体

の購入価格とする。

　２　補助金額は、購入価格の２分の

１以内の額とし、電気式生ごみ処

理機器 25,000 円、生ごみ処理容

器 3,000 円を限度額とする。

　３　前項の場合において、補助金額

に 100 円未満の端数が生じた場合

は、その端数を切り捨てるものと

する。

お問い合わせ先　　上板町役場　環境保全課　TEL：0 8 8 −6 9 4 −6 8 1 3

【補助数】電気式生ごみ処理機器　１００台

　　　　　生ごみ処理容器　　　　　５０台

※家庭から排出される生ごみを加熱
　乾燥等による分解又は微生物分解
　の方式により減量又は堆肥化する
　目的で製造された電気式生ごみ処
　理機器又は生ごみ処理容器。

家庭用生ごみ処理機等購入費補助金について

〜注意事項〜

◆事前に購入しないでください。必ず

補助金交付決定通知書を受け取り後、

ご購入ください。

◆補助金交付の条件に違反したときや

不正な行為により補助金の交付を受

けたときなどは、交付の決定を取り

消し、既に交付された補助金がある

ときは返還させることがあります。

家庭用生ごみ処理機等購入費補助金申請の手続き

●補助金交付申請書に添付した見積書の発行店でご購入ください。

●申請者の氏名及び処理機等の記載のある領収書を受け取ってください。

生ごみ処理機等を購入

補助金の受け取り

補助金交付決定通知書の受け取り

補助金交付申請書を提出
●申請用紙は環境保全課窓口及び町のＨＰに用意してあります。

●販売店等の代理申請はできません。

●購入予定処理機等のカタログ及び見積書を添付してください。

●先着順に受け付けます。

●領収書（原本）を添付してください。

●申請者と振込先の口座名義人は同一としてください。

補助金交付請求書を提出

生ごみ処理容器には、ＥＭ菌等が必要な場合があります。ＥＭ菌等の購入費は補助対象外です。
ＥＭぼかしは上板町消費者協会（上板町農村環境改善センター内）でも販売しております。
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平
成
二
十
四
年
度
町
内
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
少

年
野
球
大
会
が
、
去
る
三
月
十
一
日︵
日
︶に
神

宅
小
学
校
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
お
い
て
開
催
さ
れ
、

町
内
三
チ
ー
ム
に
よ
る
リ
ー
グ
戦
方
式
で
熱
戦

が
繰
り
広
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

選
手
た
ち
は
、
元
気
あ
ふ
れ
る
プ
レ
ー
で
保

護
者
の
声
援
に
応
え
て
い
ま
し
た
。

　

大
会
の
結
果
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

優　

勝　

高
志
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団

準
優
勝　

松
島
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団

第
三
位　

大
山
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団

　

平
成
二
十
四
年
度
春
季
ナ
イ
タ
ー
ソ
フ
ト

ボ
ー
ル
大
会
が
、
去
る
四
月
十
七
日
︵
火
︶か
ら

二
日
間
フ
ァ
ミ
リ
ー
ス
ポ
ー
ツ
公
園
に
お
い
て

町
内
五
チ
ー
ム
が
参
加
し
開
催
さ
れ
、
白
熱
し

た
好
ゲ
ー
ム
が
展
開
さ
れ
ま
し
た
。
決
勝
戦
で

は
、
好
投
手
を
率
い
る
弁
慶
ク
ラ
ブ
が
安
定
し

た
試
合
運
び
で
、
見
事
勝
利
し
ま
し
た
。

　

大
会
の
結
果
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

優　

勝　

弁
慶
ク
ラ
ブ

準
優
勝　

レ
ス
ト
ラ
ン
際

第
三
位　

タ
イ
ガ
ー
マ
ッ
ク
ス

第
四
位　

ガ
ル
フ

　

平
成
二
十
四
年
度
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゴ
ル
フ
競

技
会
が
、
四
月
二
十
四
日︵
火
︶に
フ
ァ
ミ
リ
ー

ス
ポ
ー
ツ
公
園
で
約
六
十
名
が
参
加
し
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

　

参
加
者
の
皆
さ
ん
は
、
競
技
に
熱
中
し
て
、

一
打
ご
と
に
一
喜
一
憂
し
て
い
ま
し
た
。

　

成
績
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

優　

勝　
　

渋　

谷　

義　

男

　

準
優
勝　
　

本　

淨　

文　

夫

　

第
三
位　
　

柏　

木　

久
美
子

　

平
成
二
十
四
年
三
月
十
一
日
︵
日
︶
に
上
板

町
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
で
上
板
町
バ
レ
ー

ボ
ー
ル
協
会
主
催　

平
成
二
十
三
年
度
上
板
町

内
女
子
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
大
会
を
町
内
４
チ
ー
ム

の
参
加
に
よ
り
開
催
し
ま
し
た
。

　

各
試
合
と
も
に
熱
戦
が
続
き
、
中
で
も
、
攻

守
の
バ
ラ
ン
ス
に
優
れ
た
﹁
上
板
ク
ラ
ブ
﹂
が

安
定
し
た
試
合
運
び
で
優
勝
し
ま
し
た
。

　

大
会
の
成
績
結
果
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

優　

勝　

上
板
ク
ラ
ブ

準
優
勝　

高
志
ラ
デ
ィ
ッ
シ
ュ

第
三
位　

オ
リ
ー
ブ

第
四
位　

東
光
レ
デ
ィ
ー
ス

町
内
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団

少
年
野
球
大
会

平
成
二
十
三
年
度
上
板
町
内

女
子
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
大
会

春
季
ナ
イ
タ
ー

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会

グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゴ
ル
フ
競
技
会
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親
睦
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
大
会
が
、
五
月
二
十
四

日
︵
木
︶
に
わ
か
ば
パ
ー
ク
ド
ー
ム
に
お
い
て
、

七
チ
ー
ム
が
参
加
し
、
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

選
手
の
皆
さ
ん
は
、
真
剣
な
眼
差
し
で
プ

レ
ー
し
な
が
ら
、
健
康
的
な
汗
を
流
し
、
親
睦

を
一
層
深
め
て
い
ま
し
た
。

　

成
績
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

優　

勝　
　

椎
本
Ｂ
チ
ー
ム

　

準
優
勝　
　

大
山
東
チ
ー
ム

　

第
三
位　
　

椎
本
Ａ
チ
ー
ム

　

平
成
二
十
四
年
度
町
内
女
子
バ
レ
ー
ボ
ー
ル

大
会
が
、
去
る
五
月
十
三
日︵
日
︶に
上
板
町
農

村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
﹁
多
目
的
ホ
ー
ル
﹂
に

お
い
て
、
町
内
三
チ
ー
ム
が
参
加
し
開
催
さ
れ
、

熱
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

大
会
で
は
、攻
守
の
バ
ラ
ン
ス
に
優
れ
た﹁
上

板
ク
ラ
ブ
﹂
が
、
安
定
し
た
試
合
運
び
で
、
見

事
優
勝
を
し
ま
し
た
。

　

大
会
の
結
果
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

　

優　

勝　

上
板
ク
ラ
ブ

　

準
優
勝　

東
光
レ
デ
ィ
ー
ス

　

第
三
位　

オ
リ
ー
ブ

▽
板
野
郡
町
対
抗
軟
式
野
球
大
会　　

七
月
十
五
日
︵
日
︶

▽
町
内
親
睦
軟
式
野
球
大
会　　　　　　

八
月
十
二
日
︵
日
︶
開
催
予
定

︵
詳
細
に
つ
い
て
は
、
町
教
育
委
員
会
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。︶

第
三
十
二
回
上
板
町
親
睦

　
　

ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
大
会

体育
行事の
ご案内

町
内
女
子
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
大
会
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　放送大学校１０月入学生募集　
　放送大学はテレビなどの放送により授業を行う通信

制の大学です。働きながら学んで大学を卒業したい、

学びを楽しみたいなど、様々な目的で、幅広い世代の

方が学んでいます。

　ただいま平成２４年１０月入学生を募集しています。

詳しい資料を無料で送付いたしますので、お気軽にお

問い合わせください。

○募集学生の種類

　教養学部

　　科目履修生（６ヶ月在学し、希望する科目を履修）

　　選科履修生（１年間在学し、希望する科目を履修）

　　全科履修生（４年以上在学し、卒業を目指す）

　大学院

　　修士科目生（６ヶ月在学し、希望する科目を履修）

　　修士選科生（１年間在学し、希望する科目を履修）

○出願期間

　平成２４年６月１５日〜平成２４年８月３１日

　（インターネット出願は６月１日より受付開始）

○資料請求（無料）・お問い合わせ先

　〒７７０−０８５５　放送大学徳島学習センター

　TEL ０８８−６０２−０１５１

　放送大学ホームページ　http://www.ouj.ac.jp

【訓　　練　　科】　IT 技能科３

【訓 練 期 間】　８月７日〜１１月６日

【訓練実施場所】　ライジングサン藍住校

【受　　講　　料】　無料（教材費等別）

【対　　　　象】　離転職等で、公共職業安定所から受講指示又

は受講推薦を受けた人

　　　　　　　　（学歴・年齢・性別は問いません）

【申 し 込 み】　６月２１日から７月１８日まで居住地を所轄す

る公共事業安定所へ

　　　　　　　　詳しくは、公共職業安定所、又は県立鳴門テ

クノスクール（TEL ０８８−６８６−４７５２）

自 衛 官 （ 学 生 ） 受 付 案 内

※お問い合わせ先　TEL ６８５−５３０６　鳴門地域事務所

その他試験日受付期間資格募集種目

１　試験会場＆試験費用
　　場　所：松茂町自衛隊基地
　　試験費：無料
２　大学（学生）について
　①　入学〜卒業まで学費不要
　　　（国費にて負担）
　②　学生手当等が支給されます
　③　学費や手当は基本的に償還不要
３　その他
　　防大は一般大学生同様に「学士号」を
防医大は「医師免許」を、看護学生は

「正看護師免許」航空学生は「パイロッ
ト免許」を取得できます。

１次：１０月２７日・２８日
（両日実施）

９月３日〜１０月１日
高卒（見込含）
２１歳未満

防 衛 医 科 大 学

９月２９日・３０日
（両日実施）９月３日〜９月５日

高卒（見込含）
２１歳未満

推 薦

防 衛 大 学 １次：９月２９日総合選抜

１次：１１月１０日・１１日９月３日〜１０月１日
一 般
（前期）

１次：１０月２０日９月３日〜１０月１日
高卒（見込含）
２４歳未満

看 護 学 生
（ 高 等 看 護 学 院 ）

１次：９月２２日８月１日〜９月７日
高卒（見込含）
２１歳未満

航 空 学 生

（自衛官について）
１　給与：約１６万〜（＋各種手当て）
２　賞与：年２回（６月・１２月）
３　休み：週休２日制、祝日、年末年始、夏期休

暇、年次有給休暇（年間２４日）など
４　身分：特別国家公務員

１次：９月１７日８月１日〜９月７日
１８歳以上
２７歳未満

一 般 曹 候 補 生

受付時にご案内します年間を通じて行っております
１８歳以上
２７歳未満

男 子自 衛 官
候 補 生

（任期制自衛官）
９月２５日〜２８日
いずれか１日を指定されます

８月１日〜９月７日女 子

＊年齢は平成２５年４月１日現在

地域の公共交通について、親しみ、考えて頂くために
イベントを開催します。ぜひお越しください。

バスや鉄道などに親しもう！交通エコライフ

【内　容】

【と　き】８月26日（日）　10：00〜15：00

【ところ】徳島こども交通公園（徳島市南内町１丁目４）

【お問い合わせ先】徳島県交通戦略課

　　　　　　　　TEL 088−621−2686

※また、バスの日（９月20日）、鉄道の日（10月14日）を含む９月15日から10月14日は公共交通機関

　の利用強化期間です。通勤、通学、買い物などの際は、公共交通機関を利用しましょう。

交通エコライフキャンペーン交通エコライフキャンペーン
ボンネットバス体験乗車

アンパンマンバスで撮影会

バスの車体にお絵かき体験

クイズで商品をゲットしよう！

バスにまつわるお宝販売会

渦戦士エディのヒーローショーやご当地アイドル（DejaVu 

浅野ゆい）によるライブなどのステージイベントもあるよ！

他にも色々ありますので、是非お越しください！

※荒天時は中止・変更がありますので、ご了承ください

　鳴門テクノスクール８月入校の　
　　　　訓練生を募集します　　　　

「労働保険の年度更新のお知らせ」「労働保険の年度更新のお知らせ」

　平成２４年度の労働保険の年度更新手続きは、お済みでしょ

うか。

　まだ手続きがお済みでない事業主の方は、７月１０日（火）が申

告・納付期限となっておりますので、すみやかに、申告・納付

されますようお願いいたします。

　詳しくは、徳島労働局　労働保険徴収室（TEL ０８８−６５２

−９１４３）へお問い合わせください。
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※常に水道メーターを見て、使用水量を把握してください。
　宅内漏水の早期発見になります。
※漏水が見つかったときは、個人負担でお近くの水道工事
　店等に依頼して修理してください。

●　お問い合わせ先　●

上板町役場　水道課　TEL 088−694−6817

宅内漏水にご注意ください。

※メーターボックスの上には物を置かないように
　してください。

転入・転出等で水道を休止・廃止・撤去する場合は、
申請手続きが必要です。
また、死亡等による名義変更をする場合にも
手続きが必要です。

次の手順で水漏れを確認できます。

1

2

3

まず、家中の蛇口を全て閉

めましょう。

次にメーターボックスのフ
タを開けてメーター器を見
ます。銀色か赤色の星のよ

うな形のもの（パイロット）
を確認しましょう。

もしパイロットが回ってい
たら、宅内のどこかで漏水
している可能性があります。

宅内漏水の見つけ方

1 2 3

パイロット

　エコアクション 21 は事業活動の中で二酸化炭素や廃棄物の排出削減など環境への取り組みを進めるための手

順を定めた中小事業者向けの環境経営システムです。経費の削減・生産性の向上が期待でき、金融機関などの優

遇措置も受けることができる取り組みとして、徳島県内でも認証取得事業者が急増しています。

　このたび、徳島東部定住自立圏構想の一環として、徳島市と合同で、認証取得を目指す事業者を支援するため、

作業の解説やアドバイスを行う無料セミナー（計５回）を開催します。この機会に認証取得を目指し、環境経営

に取り組んでみませんか？

■対　　象：上板町内の事業者・団体等

■申込方法：７月20日（金）までに右記の問い合わせ先まで

●お問い合わせ先
徳島市環境保全課（エコアクション21担当）
TEL088−621−5213　FAX 088−621−5210
E-Mail：kankyo_hozen@city.tokushima.lg.jp

環境経営に取り組みませんか？
〜エコアクション21の認証取得を支援します！〜
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お問い合わせ先　　産業課・農業委員会　TEL 6 9 4 − 6 8 0 6・6 8 0 5お問い合わせ先　　産業課・農業委員会　TEL 6 9 4 − 6 8 0 6・6 8 0 5

　これから５年〜 10 年後には、農作業従事者の高齢化による廃業や後継者不足による、耕作農地の縮

小により耕作放棄地の増加が危惧されます。農地は食料の安定供給のみならず、国土の保全・水源の

かん養・自然環境の保全など多面的な機能を持っています。この大切な資源を将来に亘って安定的に

活用したいものです。

　その一つの方策として集落営農について集落で話し合いをしてみませんか。
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農業就業人口グラフ１ 年齢階層別農業就業人口の推移グラフ２

　上板町は吉野川水系の豊かな水と温暖な気候に恵まれ、昔から農業を中心に発展してきました。近

年は都市近郊農業地域の利点を活かし、平野部では水稲・洋人参・玉ねぎ・ほうれん草など、山地部

では桃や柿・苺などが栽培されています。また県下でも有数の酪農地帯であります。

　しかしながら、最近は農業者の高齢化や兼業化・後継者不足などにより農業経

営の維持が難しくなってきており耕作放棄地が多く見られる様になってきました。

　農業に携わる方の数は減少傾向にあり（グラフ１参照）、同時に年齢別に見まし

ても 60 歳以上の方の占める割合が増加傾向にあります。（グラフ２参照）

個々で解決できない問題をみんなの力で解決しよう。個々で解決できない問題をみんなの力で解決しよう。個々で解決できない問題をみんなの力で解決しよう。

・機械がいつ壊れても安心。

　壊れても買わなくていい。

　機械のメンテ、修理代も不要。

・土日に農作業に追われることがなくなった。

　ゆっくりと家族サービスができるようになった。

地主側は

・大型機械と団地化で作業効率が上がり規模拡大できた。

・オペレーター賃金で収入が増えた。

・機械を組織で所有するため、個人の機械を買わなくて

　すむようになった。

・冬野菜導入で収入がさらに増えた。

担い手側は

安心して任せられる集落営農組織ができると

集落営農

●後継者がいない

　息子は県外へ出てしまい、定年後帰ってくるかどうか不安

　後継者はいるが、土日、休暇を使っての農作業を嫌がる

●いつまで農業ができるかわからない。

　あと２〜３年はできるが、10年後…となると不安

●作業や農地の受け手がいない。

　今まで稲刈を頼んでいた農家から断られた

●機械代が高くて儲からない。

　給料・ボーナスをはたいて機械を買うのはイヤ

●荒れた田んぼが増えた。

　周りの農家に迷惑をかけてしまう…

農村・農業者の抱える問題
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①　生涯にわたり支給される終身年金であること。

②　年金水準が、年金受給者の生活の基本的な部分を支えていること。

③　長期間にわたって収支が均衡する仕組みとなっていること。

　このため、わが国の公的年金は、国民全体で保険料を出し合い、

社会全体で支えていく仕組みとなっています。

国民年金保険料免除等の申請について

◎公的年金に求められているもの

　平成 23 年度において学生納付特例制度により、保険料納付を猶予されている方で、平

成 24 年度も引き続き在学予定の方へ、基礎年金番号等が印字されたハガキ形式の学生納

付特例申請書を 3 月末に送付しております。平成 23 年度と同じ学校等に在学される方は、

このハガキに必要事項を記入し返送されると、平成 24 年度も学生納付特例の申請ができ

ます。この場合は、在学証明書の写し等の添付は不要です。

　また、平成 24 年度は学生納付特例制度を利用せず、保険料の納付を希望される場合は

納付書を送付いたしますので、お手数ですが上板町役場　住民課に御連絡ください。

　なお、はじめて学生納付特例の申請をする方は、従来どおり在学証明書の写し等の添付

が必要です。

◎学生納付特例申請について

　経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料

の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「若年者（30 歳未満）納付猶予制度」

があります。

　保険料の免除や猶予を受けず保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不

慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。

　手続きは、上板町役場　住民課の国民年金担当窓口へ申請することになります。申請書は、

徳島北年金事務所または上板町役場　住民課の国民年金担当窓口に備え付けてあります。

　平成 24 年度の免除等の受付は平成 24 年７月１日から開始され、平成 24 年７月から平

成 25 年６月までの期間を対象として審査します。また、申請は原則として毎年度必要です。

　ただし、平成 24 年７月に申請する場合は、平成 23

年７月から平成 24 年６月分までの期間（前一年間分）

についても申請することができます。７月に前一年間

分の免除等も申請される場合は、申請書を２枚提出さ

れるようお願いします。

お問い合わせ先　　上板町役場　住民課　TEL ６９４−６８０９▼
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平成２４年度障害者パソコン講座

　介護保険は、「介護の問題」や「老後の不安」を解消するために、社会全体で支

え合う制度です。４０歳以上の人が被保険者となって保険料を納め、介護が必要と

なったときに介護保険のサービスを利用できる制度です。

　いつまでも、自分らしい毎日を過ごすためにサービスを上手に利用してください。

●保険証について
　　６５歳になる月の前月に保険証を送付しています。

　介護が必要になって、要介護認定申請をする時に提出して

ください。

●介護認定のながれ
　　役場へ要介護認定申請→調査員が訪問し、本人の状態を

お聞きします。→認定審査を経て認定結果が届きます。→

居宅介護支援事業所のケアマネージャーにケアプランを作

成してもらい、在宅サービス・施設サービスを利用します。

　介護認定申請をしてから認定結果がでるまで約１カ月かか

ります。

●相談窓口
　　地域で暮らす高齢者のみなさんを介護、福祉、健康等総

合的に支えていくための拠点として上板町地域包括支援セ

ンターがあります。介護予防サービス利用や介護保険利用

の仕方など、今すぐに介護保険を使う必要がない場合でも、

日常生活に関する相談など気軽に相談してください。

電話：地域包括支援センター　　０８８−６９４−５５９７　

上板町老人福祉センター　０８８−６９４−６１５５　

●保険料について
　　介護保険は保険サービス費から自己負担分（１割）をの

ぞき、残り９割を保険給付でまかないますが、保険給付分

の半分を公費（国県町の負担）で、残り半分を４０歳以上

の保険料で負担します。

　　４０歳以上６４歳までの人と６５歳以上の人の保険料の計算

方法は別になります。

　　４０歳から６４歳の人は加入している医療保険の保険料と

一括して加入保険者へ納めます。

　　６５歳の誕生月分からは個人ごとに町へ保険料を納めます。

　　６５歳の誕生月から半年ぐらいは、納付書でお支払いして

いただくようになります。（普通徴収といいます。）

　　その後、年金から引ける人は、年金からの納付がはじま

ります。（特別徴収といいます。）

　　納付書が届いたら、お近くの金融機関で納付してください。

平成２４年度　普通徴収（納付書払い）の納期限

※介護が必要となったとき、誰もが安心してサービスを利用できる様に保険料は忘れずに納めましょう。

お問い合わせ先：上板町役場　福祉保健課（TEL ６９４−６８１０）

第５期第４期第３期第２期第１期納　期

２月２８日１月４日１０月３１日８月３１日７月２日納期限

　日本では、２０００年にポリオの根絶を報告しましたが、世

界には今でも流行している地域があり、渡航者などを介して

感染はどの国にも広がる可能性があります。

　このため、ポリオの根絶に向けて世界中でワクチンの接種

が行われています。

　平成24年９月より、不活化ポリオワクチンの実施を予定し

ております。

　不活化ポリオワクチンは、従来の生ワクチンより接種後の

副反応が少ないとして導入されることとなりました。

１）対象者は生後６ヵ月から９０ヵ月未満で生ポリオワクチ

ンで２回の接種が完了していない乳幼児です。

２）接種方法は、

　①　初めて受ける方は、不活化ポリオワクチンの接種を４

回受けることが必要です。

　②　従来の生ポリオワクチンを１回接種している方は、不

活化ポリオワクチンの接種を３回受けることとなります。

　　　生ポリオワクチンをすでに２回接種された方は、不活

化ポリオワクチンの追加接種は不要です。

３）ワクチンの種類は、単独不活化ポリオワクチンと 4 種混

合ワクチン（ジフテリア・百日咳・破傷風・不活化ポリオ

ワクチン）があります。（４種混合は，１１月以降導入予定）

４）お知らせ通知について

　　ポリオ予防接種をまだ完了していない方には、順次個別

通知をお送りいたします。

　お問い合わせ先　上板町役場　福祉保健課　予防接種担当
　　　　　　　　　（TEL ０８８−６９４−６８１０）

知的障害者の方を対象にした講座 
　パソコンを使って、絵を描いたり、自分の名刺を作成。

その他インターネットなど楽しめる内容をたくさんご用

意しています。

■募集定員：１０名

■日　　時：平成２４年８月３日〜平成２４年９月７日

　　　　　　毎週金曜日　１３：３０〜１５：３０（全６回）

■場　　所：福祉ホームリズム　１Ｆ地域交流スペース

　　　　　　板野郡藍住町矢上字安任５６−５

■費　　用：無料

■締め切り日：７月２７日（金）

身体および精神障害者の方を対象にした講座 
　インターネット、年賀状作成、ワード、動画作成、ブ

ログ作成の各コースを行います。

※ご希望のコースを選択することができます。

■募集定員：１０名

■日　　時：平成２４年９月１４日〜平成２５年２月１５日

　　　　　　毎週金曜日　１３：００〜１６：００（全２１回）

■場　　所：福祉ホームリズム　１Ｆ地域交流スペース

　　　　　　板野郡藍住町矢上字安任５６−５

■費　　用：テキスト代が必要になります。

■締め切り日：９月７日（金）

　　　　　　　　障害者生活支援センター凌雲
　　　　　　　　（TEL ６９３−１１１７・FAX ６９２−６７７６）
お申し込み・
お問い合わせ

児童手当を受けている方は、６月に「現況届」を提出しなければなりません。
まだ提出されていない方は、至急上板町役場　福祉保健課へ提出をお願いします。
この届の提出がないと、６月分以降の手当が受けられなくなる場合がありますのでご注意
ください。

児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当のののののののののののののののののののの児童手当の
現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況届届届届届届届届届届届届届届届届届届届届けけけけけけけけけけけけけけけけけけけけのののののののののののののののののののの提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出はははははははははははははははははははは現況届けの提出は
おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみでででででででででででででででででででですすすすすすすすすすすすすすすすすすすすかかかかかかかかかかかかかかかかかかかか？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？おすみですか？

＊ポリオ予防接種について＊
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保健行事予定表　７月〜９月

Ⅳ．予防接種
　「徳島県予防接種広域化」により、上板町内の医療機関に加
えて、町外にかかりつけ医がある方は、町外医療機関で予防
接種を受けることができます。
　予防接種の対象者には、個人通知をいたしますので、通知
が届いたら保護者の方は医師と相談をして接種計画を立てて
受けましょう。
　定期：ＢＣＧ・百日咳ジフテリア破傷風混合・ジフテリア

破傷風混合・麻疹風疹混合（麻疹・風疹単独も可）・
日本脳炎・ポリオ

　任意：ヒブ（Ｈｉｂ）・小児用肺炎球菌・子宮頸がん予防ワ
クチン

＊麻しん風しん予防接種について＊
　　麻しんは、麻しんウイルスの空気感染によって起こりま

す。感染力が強く発熱、せき、鼻汁、めやに、発疹を主症
状とします。主な合併症としては、気管支炎、肺炎、中耳
炎、脳炎があります。

　　風しんは、風しんウイルスの飛沫感染によって起こりま
す。軽い風邪症状で始まり、発疹、発熱、後頸部リンパ節
腫脹などが主症状です。合併症として関節痛、血小板減少
性紫斑病、脳炎などがあります。また、妊婦が妊娠早期に
かかると、先天性風しん症候群とよばれる病気により心臓
病、白内障、聴力障害などの障害を持った児が生まれる可
能性が高くなります。

　　定期接種の該当者は、以下のとおりです。
　　　第１期：１歳児
　　　第２期：小学校入学前１年間の幼児
　　　第３期：中学１年生に相当する年齢の者
　　　第４期：高校３年生に相当する年齢の者
　確実に予防するためには、２回の予防接種が必要です。
　　第３期、第４期はこれまで１回しか定期接種の機会がな

かった世代の方が対象になりました。保護者の方は、通知
を受け取ったら、なるべく早期に予防接種を受けさせるよ
うに努めてください。

＊日本脳炎予防接種について＊
　　今年度は、通常の３歳・４歳のお子様に加えて、小学３

年生・小学４年生のお子様にも、日本脳炎の予防接種のご
案内を行います。小学３年生・４年生のお子様がいらっしゃ
る保護者の方は、母子健康手帳を確認し、日本脳炎１期接
種が不足している場合は接種を受けましょう。

　○日本脳炎の予防接種後に重い病気になった事例があった
ことをきっかけに、平成１７年度から平成２１年度まで、
日本脳炎予防接種の積極的な勧奨を差し控えておりまし
た。その後、新たなワクチンが開発され、現在は日本脳炎
の予防接種を通常どおり受けられるようになっています。

　○平成７年〜１７年度に生まれた方は、日本脳炎の予防接種
が不十分になっていることがあります。特に平成１３〜１７
年度生まれのお子様は、１期接種が終わっていないこと
があります。

　　　これらのお子様には、平成２３年度から順次接種のご案
内を行います。平成２３年度は、小学３年生・４年生のお
子様にご案内を行います。

　○ご案内の対象となっていない場合でも、平成７年６月１
日〜平成１９年４月１日生まれで、１期・２期接種が終
わっていないお子様は、２０歳未満までの間、接種を受け
ることができます。

　○２期接種は、１期接種を終えた９歳以上の方が対象とな
ります。

　　２期接種の機会を逃した方への案内については未定です
が、希望がある場合は９歳以上であれば定期接種を行うこ
とができます。

Ⅰ．健康相談・健康教育

担　　当内　　容場　　所時　　間月／日

保健師・
管理栄養士

個別健康相談
農村環境改善
センター

１０：００〜
１１：３０

7/3

保健師・
理学療法士

個別健康相談
農村環境改善
センター

１０：００〜
１１：３０

8/7

保健師・
管理栄養士

個別健康相談
農村環境改善
センター

１０：００〜
１１：３０

9/4

２）医療機関による乳がん・子宮がん検診

　　２４年７月１日〜２５年３月３１日まで、県内広域医療機関

で実施しています。

　　検診を希望される方は福祉保健課までお問い合わせくだ

さい。受診期間は２年に１回です。

３）町内巡回結核・肺がん検診

　　９月２５日、２６日、２７日、１０月１日検診車が町内を巡回

し結核・肺がん検診を行います。

４）肝炎ウイルス検診、前立腺がん検診

　　８月〜１２月に町内の医療機関において実施します。肝炎

ウイルス検診は４０歳以上、前立腺がん検診は５０歳以上の

方が対象になります。

Ⅱ．健康診査
１）　がん検診（集団検診）

料　金対　　象内　　容場　　所受付時間月／日

１,５００円４０歳以上

乳がん検診
（検診車にて
マ ン モ グ ラ
フィー撮影）

農村環境
改善セン
ター

８：３０〜
１０：００

7/18

上板町役場　福祉保健課　予防接種担当
（TEL ０８８−６９４−６８１０）

お問い合わせ先

３．３歳児健康診査

対 象 者内　　　容場　　　所受付時間月／日

Ｈ２１．２．１生〜
Ｈ２１．４．３０生

問診・身体計測・
尿検査・内科・歯
科診察・歯科相
談・栄 養・発 達・
育児相談

農村環境改善
センター

１３：００〜
１３：３０

9/12

４．股関節脱臼検診・ブックスタート

対 象 者内　　　容場　　　所受付時間月／日

Ｈ２４．３．１０生〜
Ｈ２４．５．２５生

股関節脱臼検診
ブックスタート

農村環境改善
センター

１０：３０〜
１１：００

7/25

２．１歳６カ月児健康診査

対 象 者内　　　容場　　　所受付時間月／日

Ｈ２２．１２．１生〜
Ｈ２３．２．２８生

問診・身体計測・内
科・歯科診察・歯科
相 談・栄 養・発 達・
育児相談・聴力検
査

農村環境改善
センター

１３：００〜
１３：３０

8/30

Ⅲ．乳幼児健康診査
１．乳児健康診査

対 象 者内　　　容場　　　所受付時間月／日

Ｈ２３年９月１０月生
〜Ｈ２４年３月４月生

問診・身体計測・内
科診察・育児相談

農村環境改善
センター

１３：１５〜
１４：００

8/1

５．のびのび子育て教室

対 象 者内　　　容場　　　所受付時間月／日

Ｈ２４．３．１０生〜
Ｈ２４．５．２５生

離乳食教室
赤ちゃんの成長
発達

農村環境改善
センター

９：３０〜
９：４０

8/3
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　第 17 回上板町消防団ポンプ車操法競技大会が、６月３日、上

板町ファミリースポーツ公園グラウンドにおいて開催されました。

　この大会は、町内６分団の代表選手（各５名）が出場して、消防ポンプ車による

放水操作のスピードと的確さ、規律等を競うもので、２年に１回行われています。

　大会当日は、絶好のコンディションの中、練習を重ねてきた各分団の素晴ら

しい競技が繰り広げられました。

　審査の結果、第２分団（植田昌和分団長）が見事に優勝

を飾りました。準優勝は第５分団（高田浩之分団長）でした。

　優勝した第２分団の選手は、次のとおりです。（敬称略）

　　　指揮者　　坂　東　英　之

　　　１番員　　山ノ井　誠　司　　　２番員　　森　　　祐　樹

　　　３番員　　大戸井　康　弘　　　４番員　　坂　東　康　人

第２分団は６月 10 日（板野町田園パーク）に開催され

た郡大会でも見事優勝し、県大会出場が決定しました。


